
 

日本行政書士政治連盟千葉会役員選任規程 

 

第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 この規程は、日本行政書士政治連盟千葉会（以下「本会」という。）規

約（以下「規約」という。）第６条の定めるところにより、役員の選任を 

公正に行うため、必要な事項を定める。 

 

（選任する役員数） 

第２条 大会において選任すべき役員の員数は、規約第５条第１項に定めると

おりとする。 

２ 前項により選任された各役員に欠員が生じたときは、補欠選任するものと

する。ただし、員数が規約第５条第１項に定める員数の範囲内である場合

には、次に開かれる大会まで補欠選任をしないことができる。 

 

（役員の選任） 

第３条 役員の選任は、次の方法による。 

一 会長    選挙 

二 副会長及び会長推薦幹事 

      選任された会長の推薦する候補者を大会の承認により決 

定する。 

三 その他の役員 

幹事        各地区（千葉、葛南、東葛各２人、市原、印旛、長夷、

東総、君津、安房各１人）より推薦された候補者を大会

の承認により決定する。 

会計監事    該当する地区より推薦された候補者を大会の承認により

決定する。 

     幹事長・副幹事長・常任幹事 

          選任された会長の指名により、幹事の中から幹事会 

          において決定する。 

 

（選挙権者） 

第４条 選挙権を行使することのできる者は、選挙の行われている大会に、現

に出席している大会の構成員（以下「選挙権者」という。）とする。 



 

 

（会長候補者） 

第５条 会長に立候補できる者は、本会の個人会員で、個人会員１５人以上の

推薦を受けた者とする。 

 

第２章 選挙管理委員会 

 

（選挙管理委員会） 

第６条 本会に、選挙事務を管理するため選挙管理委員会（以下「委員会」と

いう。）を置く。 

 

（委員会の職務） 

第７条 委員会は、次の各号に定める事務を管理する。 

一 選挙に関する告示 

二 立候補届出の受理、又は候補の辞退の届出の受理 

三 選挙公報の発行 

四 投票及び開票の管理 

五 当選者等の確定 

六 その他選挙事務の管理に必要な事項 

 

（委員の選任） 

第８条 委員会の委員は、各地区より推薦された個人会員の中から幹事会の承

認を得て本会の会長が委嘱する。 

２ 委員は、本会の役員以外の個人会員の中から選ばなければならない。 

 

（委員会の構成） 

第９条 委員会は、各地区１人の委員をもって構成する。 

２ 委員会に委員長１人を置く。 

３ 委員長は、委員のうちから互選する。 

４ 委員長は、委員会を代表しその事務を統括する。 

５ 委員長は、副委員長を指名することができる。 

６ 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故あるときは、その職務を代行す

る。 

（委員会の運営） 

第１０条 委員会は、委員長が招集する。ただし、最初の委員会は本会の会長

が招集する。 



 

２ 委員会の決議は、委員の３分の２以上が出席しその過半数で決する。可否

同数の時は委員長が決する。 

３ 委員会の決議は文書によることができる。 

 

（委員の任期） 

第１１条 委員の任期は、就任後最初の大会（第１回目の選挙が行われる大会）

の終了までとする。 

 

（委員の資格喪失） 

第１２条 委員が候補者になったときは、その資格を喪失する。 

 

（選挙告示） 

第１３条 委員会は、選挙期日から２０日前までに次の事項を定め、本会の事

務局に掲示し、かつ、遅滞なく個人会員にこれを通知しなければなら

ない。 

一 選挙期日及びその場所に関する事項 

二 候補者の届出に関する事項 

三 選挙公報の発行に関する事項 

四 その他の必要な事項 

２ 前項第２号の届出期間は、告示の日から５日間とする。 

 

（選挙公報） 

第１４条 委員会は、選挙公報を発行し、投票日の７日前までに個人会員に発

送するものとする。 

２ 選挙公報には、候補者の氏名、生年月日、略歴、所信及び所属地区名を記

載する。 

３ 前項のほか必要な事項は、委員会で定める。 

 

（事務局） 

第１５条 委員会の事務は、本会の事務局が行う。 

 

 

第３章 立候補届等 

 

（会長立候補の届出） 

第１６条 会長に立候補しようとする者は、第１３条第２項による選挙告示で



 

定められた届出期間内に立候補届（様式第１号）により、個人会員１

５人以上の推薦届（様式第２号）を添付の上、委員会に届け出なけれ

ばならない。 

２ 個人会員は、複数の候補者を推薦することはできない。 

３ 会長に立候補の届出が締切日までにない場合は、第３条第１号の規定にか 

かわらず、幹事会において推薦し、大会の承認により決定する。 

 

（候補者の辞退） 

第１７条 候補者が立候補を辞退しようとするときは、書面により、委員会に

その旨を届けなければならない。 

 

（候補者の告示） 

第１８条 立候補の届出があったときは、委員会は直ちに候補者の氏名及び所

属地区名を本会の事務局に告示しなければならない。 

２ 前条の辞退届があったときも同様とする。 

 

 

第４章 投票及び開票 

 

（選挙の方法） 

第１９条 選挙は、投票の方法により行う。 

２ 投票は１人１票とする。 

３ 投票に先立ち、議長は選挙に関する事項を宣言した後に議場を閉鎖し、委

員会に選挙事務を移行させる。 

 

（投票所） 

第２０条 投票所は、大会の議場内に設けなければならない。 

 

（投票用紙） 

第２１条 委員会は、投票用紙を調製しておかなければならない。 

２ 投票用紙は、候補者を明記しないもの又は候補者を連記したものとする。 

 

（投票用紙の交付） 

第２２条 委員会は、投票所で所定の投票用紙を選挙権者に交付しなければな

らない。 

 



 

（投票用紙の記載方法） 

第２３条 投票は、選挙しようとする者の氏名を単記し、無記名にて定められ

た投票箱に投票するものとする。 

２ 投票用紙に候補者が連記されている場合は、１人を選び、しるしを付し、 

無記名にて定められた投票箱に投票するものとする。 

 

（投票の締切） 

第２４条 委員会が投票を締め切ろうとするときは、委員長からその旨を選挙

権者に通告しなければならない。 

 

（無効投票） 

第２５条 次の各号に掲げる投票は無効とする。 

一 所定の投票用紙を用いなかったもの。 

二 委員会において被選挙者が確認できなかったもの。 

三 候補者を２人以上選任したもの。 

四 候補者の氏名以外の事項を記載あるいは併記したもの。 

 

（投票及び開票） 

第２６条 投票及び開票は、大会の議場若しくは委員会が定めた場所で委員会

が行う。その場合、選挙権者のうちから、委員会が指名した立会人が

立会わなければならない。 

 

（当選者の確定） 

第２７条 当選者の確定は、有効投票数の最高得票者を当選者とする。 

２ 得票数が同数の場合には、くじで決める。 

３ 会長立候補者が１人の場合には、投票を行わず無投票当選とする。 

 

（開票結果の報告） 

第２８条 当選者が確定したときは、委員長は大会の議場において、投票総数

及び有効、無効の投票数、候補者別の得票数、当選者の氏名並びに必

要と認めた事項を報告しなければならない。 

２ 委員会は、当選者に対して当選証書を交付するものとする。 

 

（役員の就任） 

第２９条 選任された役員は、会長に対して、遅滞なく、書面により役員就任

の諾否を届け出なければならない。 



 

２ 選任された者が選任された日から１４日以内に前項の届出をしないときは、

その者は当該役員に就任しないものとみなす。 

 

 

第５章 選挙運動の制限等 

 

（選挙の倫理） 

第３０条 この規程に基づく選挙のための運動は、公明正大を旨とし、会員と

しての品位を汚してはならない。 

 

（禁止事項） 

第３１条 候補者（「その支持者、後援会」を含む。）は、選挙運動のための文

書、図画には、虚偽または他人を誹謗し、もしくは、名誉をき損する

ような事項を記載してはならない。なお、選挙運動は、立候補の届出

の日から選挙期日の前日までとする。 

２ 候補者の支持者、後援会が、前項の文書、図画を発行しようとするときは

その内容等について、あらかじめ当該候補者の承認を得なければならない。

当該候補者はその文書、図画についてすべての責任を負うものとする。 

 

（選挙運動文書、図画の届出等） 

第３２条 候補者（「その支持者、後援会」を含む。）は、選挙運動のための文

書、図画を発送又は配付しようとするときは、選挙期日の１５日前ま

でに当該候補者の責任においてその文書、図画各５通を添付して、そ

の旨を委員会に届け出なければならない。 

２ 委員会は、前項の届け出があったときは、すみやかに当該文書、図画を他 

の候補者に送付するものとする。 

３ 前項により送付を受けた候補者は、その文書、図画について第３４条〈禁

止事項〉に違反したと認めたときは、文書を持って、その事由を委員会に

申し出ることができる。 

 

（規則違反の処置） 

第３３条 委員会は、選挙の公平を期するため、委員会総数の３分の２以上の

決議を経て、次の事項を行うことができる。 

 

 

 



 

一 候補者（「その支持者、後援会」を含む。）がこの規則に違反したと

認められる場合は、当該候補者に弁明の機会を与え、その事実が明

らかに認められるときは、当該候補者に対し、注意又は適当な処置

を行うこと。 

 

 

第６章 補則 

 

（規則の改廃） 

第３４条 この規程の改廃は、大会の決議を経なければならない。 

 

 

 

附則 

１ この規程は、平成２５年５月２５日から施行する。 

 

１ この規程は、令和４年５月２８日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式第１号） 

 

立 候 補 届 

 

 

年   月   日 

 

 

日本行政書士政治連盟千葉会 

 選挙管理委員会 御中 

 

 

 

    立候補者 

事務所所在地 

     

氏    名               印 

 

 

 

私は、会長立候補を届け出ます。 

 

 

日本行政書士政治連盟千葉会 

  



（様式第２号） 
 

推 薦 届 
 

  年  月  日 
 
日本行政書士政治連盟千葉会 
選挙管理委員会 御中 

 
推薦する会長候補者 
 

氏  名  

事務所所在地  

 
上記の者を千葉県行政書士会会長候補者として推薦します。 
 
推薦者 

事務所所在地  

氏  名                           印 

 

日本行政書士政治連盟千葉会 

 


